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■大切です、あなたの一票

参
議
院
議
員
選
挙
の
投
票
日
は
、

7
月
29
日

で
す
。

必
ず
投
票
に
行
き
ま
し
ょ
う
。

都
道
府
県
単
位
で
北
海
道
選
挙
区

は
、
改
選
２
議
席
で
す
。
投
票
用
紙
は

黄
色
に
黒
字
で
す
。「
候
補
者
の
氏
名
」

を
１
人
だ
け
書
き
ま
す
。
候
補
者
の
氏

名
以
外
を
書
く
と
無
効
に
な
り
ま
す
。

選
挙
区
選
挙
は

全
国
単
位
で
改
選
48
議
席
で
す
。
投

票
用
紙
は
白
地
に
赤
字
で
す
。
名
簿
に

登
載
さ
れ
た
「
候
補
者
氏
名
」
か
「
名

簿
届
出
政
党
等
の
名
称
ま
た
は
略
称
」

を
書
い
て
投
票
し
ま
す
。

比
例
代
表
選
挙
は

今
回
投
票
で
き
る
方
は
、
昭
和
62
年

７
月
30
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
で
、
名

寄
市
に
引
き
続
き
３
ヵ
月
以
上
住
民
登

録
を
さ
れ
て
い
る
方
が
対
象
と
な
り
ま

す
。
名
寄
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
る
方
に
は
、
７
月
10
日
〜
12
日

の
間
に
投
票
所
入
場
券
（
ハ
ガ
キ
）
を

郵
送
す
る
予
定
で
す
。

名
寄
市
で
投
票
で
き
る
方

４
月
12
日
以
降
に
転
入
届
の
手
続
き

を
さ
れ
た
方
は
、
名
寄
市
の
選
挙
人
名

簿
に
登
録
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
り
ま

す
。
こ
の
場
合
、
早
め
に
前
住
所
地
の

選
挙
管
理
委
員
会
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

他
の
市
町
村
か
ら

転
入
さ
れ
た
方

名
寄
市
に
名
簿
登
録
さ
れ
て
い
た
方

が
他
の
市
区
町
村
に
転
出
し
た
場
合
、

名
寄
市
に
不
在
者
投
票
の
請
求
が
で
き

ま
す
。

名
寄
市
を
転
出
さ
れ
た
時
期
に
よ
り

期
日
前
投
票
、
投
票
日
当
日
に
従
前
の

投
票
所
に
て
投
票
が
で
き
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。
早
め
に
選
挙
管
理
委
員
会
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

他
の
市
町
村
に

転
出
さ
れ
た
方

参
議
院
議
員
選
挙
は
、
選
挙
区
と
比
例
代
表
の
2
回
投
票
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

選
挙
管
理
委
員
会
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※
平
成
18
年
度
明
る
い
選
挙
啓
発
ポ
ス
タ
ー

作
品
、
風
連
中
学
校
の
２
・
３
年
生(

卒

業
）
の
皆
さ
ん
の
作
品
で
す
。
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■大切です、あなたの一票

投
票
日
当
日
都
合
が
あ
っ
て
投
票
で

き
な
い
方
は
、
期
日
前
投
票
が
で
き
ま

す
。
期
日
前
投
票
は
、
投
票
日
と
同
じ

よ
う
に
直
接
投
票
箱
に
投
票
で
き
ま

す
。
名
寄
市
の
期
日
前
投
票
所
は
、
市

役
所
名
寄
庁
舎
１
階
ロ
ビ
ー
、
風
連
庁

舎
１
階
会
議
室
、
智
恵
文
支
所
老
人
室

の
３
カ
所
で
、
期
間
中
い
ず
れ
の
期
日

前
投
票
所
で
も
投
票
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

そ
の
際
は
投
票
所
入
場
券(

ハ
ガ
キ
）

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

「
投
票
日
当
日
都
合
が
悪
く
て
投
票
で
き
な
い
」と
い
う

方
は
、
期
日
前
投
票
を
し
ま
し
ょ
う
。

私たちは、選挙の投票を

通して政治に参加します。

私の1票ぐらいと考えず

必ず投票しましょう。

投
票
で
き
る
期
間

７
月
13
日〜

28
日

７
月
21
日〜

28
日

７
月
25
日〜

27
日

午
前
８
時
30
分

〜
午
後
８
時

午
前
８
時
30
分

〜
午
後
８
時

午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時

市
役
所
名
寄
庁
舎
１
階
ロ
ビ
ー

市
役
所
風
連
庁
舎
１
階
会
議
室

市
役
所
智
恵
文
支
所
老
人
室

投
票
で
き
る
時
間

期
日
前
投
票
所
の
場
所

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
不
在
者
投
票

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
長
期
出
張
、
旅
行
な
ど
で
名
寄
市
以

外
の
市
区
町
村
に
一
時
滞
在
】

指
定
の
用
紙
を
使
っ
て
、
名
寄
市
選

挙
管
理
委
員
会
に
直
接
ま
た
は
郵
便
で

請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
後
日
、
指
定
さ

れ
た
場
所
に
投
票
用
紙
一
式
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
滞
在
地
の
市
区
町
村
の
選

挙
管
理
委
員
会
で
投
票
し
て
く
だ
さ

い
。

【
郵
便
な
ど
で
投
票
す
る
場
合
】

身
体
に
障
が
い
が
あ
っ
て
投
票
所
に

行
け
な
い
方
は
自
宅
な
ど
、
自
分
の
い

る
場
所
で
投
票
で
き
ま
す
。
あ
ら
か
じ

め
「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」
の
交
付
を

受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
お

早
め
に
選
挙
管
理
委
員
会
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
病
院
な
ど
に
入
院
し
て
い
る
場
合
】

一
定
規
模
の
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
で

は
、
施
設
内
で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
病
院
の
看
護
師
な
ど
に
確
認
し

て
不
在
者
投
票
の
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。 不

在
者
投
票
に
つ
い
て

従来の入場券では、表面に選挙人の氏名・投票所・時間などが、裏面に「期日前投票に関する

お知らせ」を掲載していました。印刷された用紙に、個別のデータを差し込んで作成するため、

システムが複雑になって時間がかかりました。

新様式は、個別のデータを差し込むのは表面だけで、裏面は印刷されたそのままの状態に変わ

ります。文字が小さく、見づらくて申し訳ありませんがご理解ください。

なお、世帯を単位に、ハガキ1枚に2名連記は従来同様、変わっていません。

投票所入場券（ハガキ）の様式が変わります
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■大切です、あなたの一票

投 票 日

7月29日

住
民
票
の
住
所
は
、

正
確
に
届
け
出
ま
し
ょ
う
。

投
票
所
入
場
券
に
関
し
て
ご
不
明
の
点
は

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

投
票
所
入
場
券
は
、
選
挙
人
名
簿
の

住
所
地
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

選
挙
人
名
簿
は
、
住
民
基
本
台
帳
に

登
録
さ
れ
て
い
る
住
所
で
作
成
さ
れ
ま

す
の
で
、「
○
○
ア
パ
ー
ト
△
△
号
棟
」、

「
□
□
様
方
」
と
い
っ
た
、
郵
便
物
が

正
確
に
配
達
さ
れ
る
肩
書
き
な
ど
が
正

確
な
住
所
で
登
録
さ
れ
ま
せ
ん
と
、

「
別
人
の
可
能
性
の
あ
る
場
合
は
、
配

達
で
き
な
い
」
と
郵
便
局
で
判
断
さ
れ

ま
す
の
で
配
達
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り

ま
す
。

「
転
入
さ
れ
た
方
」
や
「
郵
便
物
が
と

き
ど
き
未
配
に
な
る
方
」は
、住
民
登
録

を
正
確
な
住
所
に
改
め
て
く
だ
さ
い
。

投
票
所
入
場
券
は
、
１
枚
２
名
連
記

で
す
の
で
、
１
〜
２
人
世
帯
は
１
枚
、

３
〜
４
人
世
帯
は
２
枚
、
５
〜
６
人
世

帯
は
３
枚
と
い
う
よ
う
に
１
家
族
に
複

数
枚
配
達
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ご
自
分
の
入
場
券
を
間
違
え
な
い

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

入
場
券
は
、
投
票
の
際
に
名
簿
の
対

象
な
ど
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め
に
発

行
し
て
い
ま
す
が
、
無
い
か
ら
と
い
っ

て
投
票
で
き
な
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
逆
に
入
場
券
を
持
参
し
た
か
ら
と

い
っ
て
本
人
で
な
い
場
合
は
、
投
票
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
期
日
前
投
票

所
で
も
、
当
日
の
投
票
所
で
も
、
投
票

の
際
に
は
本
人
確
認
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
、
入
場
券
が
無
い
場
合
で
も
投
票
は

で
き
ま
す
。

投
票
所
入
場
券
は
、

７
月
10
〜
12
日
の
間
に

配
達
さ
れ
ま
す

※平成18年度明るい選挙啓発ポ
スター作品、風連中学校の2・
3年生（卒業）の皆さんの作品
です。
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■大切です、あなたの一票

Ｐ
Ｋ
Ｏ
協
力
法
な
ど
に
よ
り
国
外
に

派
遣
さ
れ
て
い
る
「
特
定
国
外
派
遣
組

織
」
に
属
す
る
方
が
、
派
遣
期
間
中
に

選
挙
（
国
政
・
地
方
選
挙
問
わ
ず
）
が

執
行
さ
れ
る
場
合
は
、「
国
外
に
お
け

る
不
在
者
投
票
」
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。（
４
月
の
統
一
地
方
選
挙

か
ら
）
対
象
と
な
る
方
が
お
ら
れ
る
場

合
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
該
当
機
関

と
協
議
し
な
が
ら
準
備
を
進
め
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

た
だ
し
、
本
制
度
は
あ
く
ま
で
も

「
特
定
国
外
派
遣
組
織
」
に
属
す
る
方

に
限
ら
れ
、
単
に
海
外
旅
行
や
そ
の
他

の
団
体
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

対
象
と
な
る
方
は
、
船
員
証
の
交
付

を
受
け
て
い
る
方
で
す
。
選
挙
管
理
委

員
会
に
船
員
証
を
持
参
し
て（
船
員
の
）

選
挙
人
名
簿
登
録
証
の
交
付
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。
洋
上
投
票
の
場
合
は
、

専
用
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
投
票
し
ま
す
。
国
内
の

港
に
寄
港
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
市

町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
で
投
票
し
ま

す
。

国
外
に
居
住
す
る
在
留
邦
人
（
20
歳

以
上
で
日
本
国
籍
を
有
す
る
人
）
で
、

現
に
居
住
す
る
住
所
地
の
大
使
館
や
総

領
事
館
の
管
轄
す
る
区
域
内
に
引
き
続

き
３
カ
月
以
上
在
住
し
て
い
ま
す
と

「
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
」
を
す

る
こ
と
が
で
き
、
日
本
国
内
の
最
終
住

所
地
或
い
は
本
籍
地
の
選
挙
管
理
委
員

会
か
ら
、「
在
外
選
挙
人
証
」
の
交
付

を
受
け
ら
れ
ま
す
。

在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
を
さ
れ
る
と

衆
議
院
・
参
議
院
の
比
例
代
表
選
挙
と

今
回
か
ら
選
挙
区
選
挙
の
投
票
が
で
き

ま
す
。
手
続
き
は
、
申
請
者
本
人
が
住

所
地
の
大
使
館
や
総
領
事
館
に
出
向
い

て
申
請
し
ま
す
。

詳
し
い
こ
と
は
、
住
所
地
の
大
使
館

や
総
領
事
館
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

新
制
度
が
で
き
ま
し
た
。「
国
外

に
お
け
る
不
在
者
投
票
」

船
員
の
方
が
航
海
な
ど
で
選
挙

期
間
中
投
票
で
き
な
い
時
は
、

洋
上
投
票
が
で
き
ま
す
。

ご
存
じ
で
し
た
か
「
外
国
に
住

ん
で
い
て
も
日
本
の
国
政
選
挙

の
投
票
が
で
き
ま
す
」

選挙なぜなぜコーナー
「おばあちゃんを連れて投票に行った際のことです。最近体が不自由になっており私
が代筆しようとしたら、係の方が『家族の方の代筆はできません。私たちで代理記載
をします』といっておばあちゃんを連れて行き、私がついて行って投票する人の氏名
を、教えに行こうとしたら『家族の方は、記載台までは付き添えません。ここでお待ち
ください』と言われ何か釈然としませんでした。これってどうゆうことなのですか？」

お答えします
このことは「秘密投票の原則」から公職選挙法で決められている制度であることを

ご理解ください。親子や夫婦、兄弟間といえども選挙の投票は、あくまでも本人の意
思によることが原則です。そのため、投票記載が困難な場合は、投票管理者が認めた投票事務に従事する2人
により代理記載をします。その際には、1人が投票の意思を確認しもう1人が投票用紙に代理記載をします。そ
して投票したい候補者に間違いないかをご本人に確認して投票します。

もし家族の方がこの制度を無視して代理投票をしたり、○○
さんの氏名を書きなさいと、投票記載台のそばで指示すると、
悪質な場合は「投票の自由妨害罪」で処罰されます。
代理記載する事務従事者は、当然投票の秘密保持を厳格に守

ることが義務づけられ、これに反すると厳しく処罰されること
となっていますので、投票の秘密は絶対守られますのでご安心
してください。

※平成18年度明るい選挙啓発ポスター作品、風連中学校の
2・3年生（卒業）の皆さんの作品です。


